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源泉徴収票について 年金課  年金給付担当

	 令和３年中に年金を受給された方に、「令和３年分公的年金等の源泉徴収票」を
令和４年１月11日(火)にお送りしました。裏面に記載内容の主な欄の説明があります。

　退職・老齢を支給事由とする年金は、「雑所得」として所得税が課税されますので、
一定額以上の年金を受給されている方は、受給のたびに所得税が源泉徴収されています。
　年金は年末調整を行うことができないため、源泉徴収された所得税額の過不足を精算
する場合には、所得税の確定申告を行うことになります。
　次に該当される方は、ご自身で「確定申告」をする必要があります。

○ 確定申告の対象となる方

　この「令和３年分	公的年金等の源泉徴収票」は、所得税の確定申告を行う際に
必要ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

※	障害(共済)年金や遺族(共済)年金は非課税のため「源泉徴収票」をお送りしていません。

「令和３年分 公的年金等の源泉徴収票」をお送りしました

年金と確定申告について

令和３年中の年金収入の合計が400万円以下で、
かつ公的年金等以外の所得金額が20万円を超える方 税務署で

確定申告
令和３年中の年金収入の合計が400万円を超える方

※令和３年中の公的年金等の収入金額の合計が 400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得
金額が 20万円以下である場合には、所得税の申告を省略することができます。

※所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金等（外国で支払われる年金）の支給を受ける方は、
確定申告書の提出が必要です。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

令和３年分 公的年金等の
源泉徴収票＜見本＞

※	源泉控除対象配偶者・控除対
象扶養親族等の氏名については、
令和元年に提出された「令和３
年分公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書」の申告内容に基
づき印字されます。
　なお、ご記入いただいたマイ
ナンバーは税務署報告用のもの
で、お送りした源泉徴収票には
マイナンバーは印字されません。
お問い合わせいただいても、当
組合ではお知らせできませんの
でご了承ください。

名 称
所 在 地
法 人 番 号

電 話 番 号者
払
支

人

控 除 対 象 扶 養 親 族 １６歳未満の扶養親族

老 人特 定老 人 他のそ般一
数の者害障数の族親養扶象対除控人本 １６歳未満の 非居住者

２

１

名氏名氏

氏 名氏 名氏 名

２

１

扶養親族の数
人 内
特 別 親族の数

である

人

社会保険料の金額寡 婦ひとり親
円千人人人人

円円

（摘要）

その他の
障 害 者

特 別
障害者 その他

源 泉 徴 収 税 額支 払 金 額区 分

年金証書記号番号フリガナ
日月年昭大明氏 名

居 所
住所又は支

払

を 者
る
け
受

年 分令 和 3 公的年金等の源泉徴収票

）ナガリフ（）ナガリフ（

（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）

東京都職員共済組合

源泉控除対象配偶者

生年月日
平

分区分区

区分

区分

区分

源泉控除対象配偶者の有無等

所得税法第２０３条の３第１号・第４号適用分
所得税法第２０３条の３第２号・第５号適用分
所得税法第２０３条の３第３号・第６号適用分
所得税法第２０３条の３第７号適用分

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
０５７０－０３－４１６５【ナビダイヤル】
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※公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告を省略できる場合であっても、
住民税の申告が必要となる場合があります。詳細は、お住まいの区市町村住民税担当課

	 にお問い合わせください。

○ 確定申告により税の還付を受けられる可能性のある方（例）
◆税控除の対象となる社会保険料等を支払った方
◆申告書提出後、扶養親族に変更があった方
※扶養親族がお亡くなりになった場合でも、その年については控除を受けられます。

◆〇ページの「人的控除額」に該当がある方で、申告書を提出していない方	
（年の途中から控除を受けた方を含む。）

◆ 10万円（注）を超える医療費を支払った方
（注）その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5％の金額

◆年の途中から年金の支給が開始され、その他の所得がない方

年金の源泉徴収税額 (1回の支給当たり )の計算例

確定申告については、お近くの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp

★ １回の支給金額 287,000円、65歳以上、扶養親族なしの場合
　 （扶養親族等申告書を提出しない場合も同様）

　	①	控除額を計算します。
	 控除額	＝	（基礎的控除額	＋	人的控除額）	×月数（その支払計算の基礎となった期間月数）
	 ・基礎的控除額	 143,500円	×25%＋65,000円	＝	100,875円
				　　　　　　　　　　　　　　　　（支給年金額の1カ月分の金額（287,000円÷２））

	 	 　　→	135,000円未満のため、135,000円が基礎的控除額になります。
	 ・人	的	控	除	額	 なし（扶養親族等を申告した場合は控除されます。）
	 ・控　	除	　額	 （135,000円	－	47,500円）	×２か月分	＝	175,000円
	 ●65歳以上で「退職共済年金または老齢厚生年金」を受けている方は「控除額」から月額47,500円を減額します。

　	②	源泉徴収税額（所得税及び復興特別所得税）を計算します。
	 源泉徴収税額	＝	（	定期支給期の支給年金額（※）	－	控除額	）	×	5.105	%	
	 ※年金から社会保険料が徴収されている方については、社会保険料を差し引いたものが「定期支給期の支給年金額」
	 となります。

	 （287,000	円	－175,000円）	×	5.105%	＝	5,717.6	⇒	5,717円
	 →　1回の支給につき5,717円が源泉徴収税額となります。

源泉徴収票の税額は１回の支給期ごとに計算・徴収した合計ですので、年間の総支給額で
計算した場合とは必ずしも一致しません。

○ Ｑ＆Ａ（よくあるお問い合わせ）
Ｑ１　源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行はできますか？
Ａ１　可能です。お電話またはメールで再発行をご依頼ください。

Ｑ２　源泉徴収票が届きません。どうすればいいでしょうか？
Ａ２　障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票はお送りしていません。
　　　その他の年金の場合は、再発行をご依頼ください。
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★１回の支給金額　287,000円、65歳以上、扶養親族等申告書を「一般の控除対象配偶者 

がいる」で提出

　	①	控除額を計算します。
	 控除額	＝	（	基礎的控除額	＋人的控除額	）	×月数（その支払計算の基礎となった期間月数）
	 ・基礎的控除額　　143,500円×25%＋65,000円	＝	100,875円
				　　　　　　　　　　　　　　　　（支給年金額の1カ月分の金額（287,000円÷２））

	 	 　　→	135,000円未満のため、135,000円が基礎的控除額になります。
	 ・人的控除額　　　32,500円（一般の控除対象配偶者）
	 ・控　除　額　　（135,000円	－ 47,500円＋	32,500円）	×２か月分	＝	240,000円	 	
	 ●65歳以上で「退職共済年金または老齢厚生年金」を受けている方は「控除額」から月額47,500円を減額します。

　	②	源泉所得税額及び復興特別所得税を計算します。
	 源泉徴収税額	＝	（定期支給期の支給年金額	－	控除額）	×	5.105	%
	 （287,000	円	－	240,000	円）	×	5.105%		＝　2,399.35円	⇒	2,399	円
	 →　1回の支給につき2,399円が源泉徴収税額となります。

※令和３年中に支払われた年金については、「復興特別所得税」として源泉所得税の額の 2.1％相当額が
　加算されています。

★令和 3 年控除額の一覧

※	障害者に該当する場合の控除は、16歳未満扶養親族である場合においても適用されます。

区　分 内　容 控除額
基
礎
的
控
除
額

年齢 65 歳
以上の人

支給年金金額の月割額 × 25% + 65,000 円
（計算額が 135,000 円未満の場合には、135,000 円）

年齢 65 歳
未満の人

支給年金金額の月割額 × 25% + 65,000 円
（計算額が 90,000 円未満の場合には、90,000 円）

人
的
控
除
額

受給者本人に
関するもの

障害者に
該当する場合

一般の障害者 22,500 円
特別障害者 35,000 円

寡婦又はひとり親に
該当する場合

一般の寡婦 22,500 円
ひとり親 350,000/12 円
特別の寡婦 30,000 円

源泉控除対象
配偶者及び
控除対象扶養
親族に関する
もの

源泉控除対象配偶者
がいる場合

一般の控除対象配偶者
（70歳未満で年間所得見積額が95万円以下または70
歳以上で年間所得見積額が48万円超95万円以下）

32,500 円

老人控除対象配偶者 
(70歳以上で年間所得見積額が48万円以下）

40,000 円

控除対象扶養親族が
いる場合

一般の控除対象扶養親族１人につき 32,500 円
老人扶養親族１人につき（70歳以上） 40,000 円
特定扶養親族１人につき（19歳以上23歳未満） 52,500 円

源泉控除対象配偶者
又は控除対象扶養親
族が障害者に該当
する場合

一般の障害者１人につき 22,500 円
特別障害者１人につき 35,000 円
同居特別障害者１人につき 62,500 円

ここに注意！

○計算例は、いずれも令和3年分の源泉徴収税額の計算例です。
○令和3年分の源泉徴収税額については、昨年10月の扶養親族等申告書を提出
してない場合でも、本人の基礎控除は適用され、税率は5.105%となります。

4



　共済組合へ電話される場合は、「８５９６」で始まる年金証書記号番号をご用意ください。
　よりスムーズなご案内が出来ます。
年金課電話番号：（０５７０）０３ー４１６５（ナビダイヤル）
年金課メールアドレス：S9000063 ＠ section.metro.tokyo.jp

１ 住所変更の手続きをしたいのですが。

　引っ越し等で住所が変わった場合は、自治体窓口に転入届を出していただければ、
共済組合で住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、住所変更の情報を取得
することができることから、原則、届出書類の提出は不要です。
　ただし、電話番号が変わった場合や、外国に居住するとき、外国で転居したとき又
は外国に居住していた方が日本に居住地を戻した場合は、必ず共済組合までご連絡く
ださい。

２ 年金の受け取り金融機関・口座を変更したいのですが。

①	受給者ご本人から共済組合へお電話ください。
②	住所等を確認させていただいたうえで、「年金受給権者　受取機関変更届」をお送
りします。

③	変更届が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、新しい受取機関の証明を受ける
か、又は通帳の写しを添付して、共済組合あてお送りください。

④	共済組合の方で変更届を受理しましたら、変更の手続きを行います。
★	受取機関の変更は、次の年金振込日の１か月以上前までに手続きをお願いいたしま
す。

★	変更後の新しい受取機関への初めての支払いを確認するまでは、念のため旧口座は
そのままにしていただくようお願いいたします。

３ 老齢厚生年金（退職共済年金）を受給しています。
　 しばらく働いていなかったのですが、再び民間企業で働くこと
　 になりました。届出は必要ですか。

　民間企業や再任用短時間職員で再就職して、一般厚年に加入した場合（または、退
職等で資格を喪失した場合）は、共済組合では日本年金機構から資格取得の情報を得
られますので、届出は不要です。
　なお、公務員、再任用フルタイム職員で再就職し、公務員厚年の資格を取得した場
合（※）	や国会議員・地方公共団体の議会の議員になられた場合は、届出が必要にな
りますので、共済組合までご連絡ください。
				（※）引き続き東京都共済組合員である場合は除きます。

よくあるお問い合わせ 年金課　広報相談担当

　年金受給において、よくあるお問い合わせについて、ご案内いたします。
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４ 年金受給者が亡くなりました、手続きはどうしたらよいですか。

　共済組合から年金を受給されている方がお亡くなりになりましたら、必ず共済組合
までご連絡ください。
　受給者死亡の受付け、未支給年金、遺族年金等につきまして案内いたします。また、
お手続きに必要な関係書類を郵送いたします。
　なお、年金受給者の方がお亡くなりになられた場合、日本年金機構（年金事務所）
にもお知らせください。

５ 特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。
　 65歳からの本来の老齢厚生年金を繰下げ受給したいのですが、
　 手続きはどうしたらよいですか。

　65 歳からの老齢厚生年金を繰下げ受給したい方は、65 歳の誕生日のおおよそ３か
月前に共済組合から発送します「年金請求書（65 歳時用）」を共済組合へは提出しな
いでください。
　繰下げ受給を行う場合には、最低１年は繰下げを行う必要があります。
　また、日本年金機構から受給する老齢厚生年金も一緒に繰下げる必要があります。
　なお、注意点としては、在職老齢年金により停止されている年金額には年金の繰下
げに伴う増額効果が発生しません。
　繰下げ開始から１年を経過しましたら、１か月単位での請求が可能となります。
　受給開始したい時期になりましたら、共済組合までご連絡ください。繰下げ受給用
の「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を郵送いたします。

年金課メールアドレスへのお問い合わせに
ご協力ください

　年金課に電話をおかけになる場合、以下の時期・時間帯は、電話が大変混雑し、つながり
にくくなることがあります。
　下記、年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力くださいますようお願いい
たします。
　また、メールでのお問い合わせの際には「８５９６」で始まる年金証書記号番号、氏名、
連絡先電話番号の記載も合わせてお願いします。

年金課メールアドレス：S9000063@section.metro.tokyo.jp

共済組合年金課からのお願い

電話が混み合う時間・時期等
●月曜日など休日明けの午前中
●平日の 12時から 13時まで
●年金支給日の前後　(偶数月の９日～ 16日頃 )
●「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期（毎年６月上旬から中旬）
●「公的年金等の扶養親族等申告書」手続期間中（毎年９月下旬から 10月下旬）
●「公的年金等の源泉徴収票」の発送時期（毎年１月中旬）
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自動車保険のおトクな割引、ご存じですか？
報恩会へご一報を！

東京消防庁の の皆さまへ
自動車保険のおトクな割引、ご存じですか？
報恩会へご一報を！

東京消防庁の の皆さまへ

元気に働ける元消防職員の皆さまへ
報恩会では、厚生労働大臣の許可を取得し、紹介事業及び派遣事業を実施しています。
求職を希望される退職者の方は、報恩会までご連絡ください。

（・職業紹介事業許可番号 １３－ユー３０７８３９ ・労働者派遣事業許可番号 派１３－３０７５１２）

お知らせ

東京公務開発部 東京公務課
〒
東京都新宿区西新宿１－２６－１
ＴＥＬ： ＦＡＸ：

＜引受保険会社＞ お問い合わせ先 ＜取扱代理店＞

有限会社 報 恩 会
（受付時間：平日９：００～１７：００）

〒
東京都千代田区神田須田町 神田ｸﾞﾛｳﾋﾞﾙ
ＴＥＬ ＦＡＸ：

フリーアクセス

◆団体扱割引率 ％はご契約期間の初日が 年 月 日～ 年 月 日のご契約に適用されます。
◆団体扱割増引率は、東京消防庁団体扱自動車保険の「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。
◆団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。
◆このチラシは概要を説明したものです。詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

自動車保険など各種団体制度では、
ご退職後も現職と同じ割引が適用されます。満期の際はぜひご相談ください。

報恩会なら、一般で契約するより、

自動車保険のおトクな割引、ご存じですか？

報恩会なら、一般で契約するより、 約 ％ も割引があります！

※団体扱割引 ％、団体扱年一括払割引 ％

満期の際はぜひご相談ください。満期の際はぜひご相談ください。
新規切替のチャンス

※

東京都職員
共 済 組 合シティ・ホール診療所 都庁第二本庁舎 17 階

TEL ０３-５３２０-７３５８（受付）

内科・外科（整形外科）・皮膚科・眼科・
耳鼻咽喉科・歯科口腔外科

各科の紹介、診療日程及び休診情報等は、

共済組合ホームページに掲載していますので、

ご覧ください。

※予防接種の受付時間は異なりますのでお問い合せ下さい。

【午前】 ８時４５分から１１時００分まで

【午後】１２時３０分から１５時４５分まで

診　療　科

診療受付時間

https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/city-hall/main.html

広 告
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広 告

東京エイドセンター
現職でも　退職後でも　安心のサポート
（一財）東京都人材支援事業団指定幹事損害保険代理店

〒163-0943　東京都新宿区西新宿2-3-1　新宿モノリス16F
https://www.aid-center.co.jp

＊団体扱割引率は、東京都人材支援事業団団体扱自動車保険の「ご契約台数」と「損害率」に応じて
毎年算出され変動する場合があります。上記団体扱割引は2021年4月1日～2022年3月31日まで
に保険期間を開始する契約に適用できます。　＊団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契
約者および被保険者、お車の所有権が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。　
＊詳細は東京エイドセンターまでお問い合わせください。　＊一部共済のノンフリート等級（無事故
による割増引）は継承できません。　＊このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきま
しては「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。詳細は取扱代理店または
引受保険会社までお問い合わせください。

21-TC00723　2021年５月作成　SJ21-01132 2021/05/06

（引受保険会社）損害保険ジャパン（株）、東京海上日動火災保険（株）、三井住友海上火災保険（株）、
あいおいニッセイ同和損害保険（株）、共栄火災海上保険（株）、楽天損害保険（株）、日新火災海上保険（株）、
AIG損害保険（株）

受付時間：平日9:00～17:00

東京エイドセンター 自動車保険部

0120-615-810フリー
ダイヤル

              東京エイドセンターなら
ご退職後も東京都人材支援事業団退職会員になることにより、

継続して団体扱割引が適用されます。1

※配偶者（配偶者には内縁の相手方および同性のパートナーも含みます）および同居の
ご親族（別居の扶養親族を含みます。）がお持ちの自動車もご契約いただけます。

新しい割引・特約・制度が登場。
もっとお得・もっと安心をご案内します。2

4つのポイント

ご家族の
自動車保険も
加入できます。

4 ※

保険会社8社の自動車
保険から選択できます。3

ホームページなら24時間受付中

●団体扱割引20％適用。
●団体扱年一括払は一般契約年一
括払に比べて5％割安です。

さらにさらに 割安約2424％

皆さまがお持ちの
無事故割引に加えて

特別特別別別なななな 車保険動車保険自動車保険自動車保険特別な自動車保険特別な自動車保険

「自動車保険」のお問い合わせは「自動車保険」のお問い合わせは「自動車保険」のお問い合わせは

人東京都人材支援事業団の
会退職会員退職退 員の皆さまの

ためのための

東京都人材支援事業団の
退職会員の皆さまの

ための

東京都人材支援事業団の
退職会員の皆さまの

ための
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